
かるがるネット利用規約（兼ソフトウェア使用許諾書） 
 

日本システムケア株式会社 
 
 
第 1 条（総則） 
日本システムケア株式会社（以下「当社」）は、以下に定めるダイヤルアップ接続サービス

「かるがるネット」利用規約（以下「本規約」）に従い、利用者にダイヤルアップ接続サー

ビス（以下「本サービス」）を提供いたします。 
 
第 2 条（利用者） 
利用者とは、当社が定めるインターネット接続プログラム「かるがるネット」（以下「本ソ

フトウェア」）を用いてインターネット接続をおこなうものをいいます。 
 
第 3 条（設備等の準備） 
（1） 利用者は、通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての機

器の準備、設置、接続及び設定、回線利用契約の締結ならびにアクセスポイントへ

の接続、本サービスを利用するために必要な準備を、自己の費用と責任において行

うものとします。 
（2） 当社は、利用者が本サービスを利用するにあたり使用する通信機器、ソフトウェア

及びこれに付随して必要となる全ての機器との互換性を確保するために、当社の管

理する設備、システムもしくはソフトウェアを改造、変更または追加したり、本サ

ービスの提供方法を変更する義務を負わないものとします。 
 
第 4 条（サービスの利用） 
（1） 利用者は、本規約に従って本サービスを利用するものとします。 
（2） 利用者は、本サービスを通じて発信する情報について一切の責任を追うものとし、

第三者及び当社に何等の迷惑をかけず、かつ損害を与えないものとします。 
（3） 本サービスの利用に関連して、利用者が第三者または当社に対して損害を与えた場

合、あるいは利用者と第三者との間で紛争が生じた場合、当該利用者は自己の費用

と責任でかかる損害を賠償またはかかる紛争を解決するものとし、当社に何等の迷

惑をかけず、かつ損害を与えないものとする。 
 
第 5 条（規約の承認） 
利用者は、本ソフトウェアを利用し接続した時点で本規約の内容を承諾したものとみなし

ます。 
 
第 6 条（料金の支払） 
本サービス利用に関する料金については、ご利用になった電話回線の契約者宛に当社が定

める第一種通信事業者より請求されます。 
 
第 7 条（利用者の禁止行為） 
本サービスの利用については、以下の行為を禁止します。利用者が次の各号のひとつに該

当する場合には本サービスの提供を停止することができます。 
（1） 法令に違反する行為 
（2） 公序良俗に違反する行為 
（3） わいせつな行為 
（4） 誹謗･中傷など他人の名誉を毀損する行為 
（5） 著作権･商標権等の知的財産権ならびに財産･プライバシーもしくは肖像権を侵害す

る行為 



（6） 当社が承認していない営業行為 
（7） 本サービスの運営を妨害する行為 
（8） その他当社が不適当と判断した行為 
 
第 8 条（通知） 
（1） 当社は、ホームページへの掲載、もしくはその他当社が適切と判断する方法によっ

て、利用者に随時必要な事項の通知をおこなうものとします。 
（2） 前項の通知は当社が、ホームページへの掲載等により通知した時点で、効力を生じ

るものとします。 
 

第 9 条（サービスの内容等の変更） 
当社は、利用者への事前の通知なくしてサービスの内容等を変更する場合があります。 
 
第 10 条（サービスの停止） 
当社は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、利用者に事前に通知することなく、一

時的にサービスを停止することがあります。 
（1） 第一種通信事業者の事由により、サービスが提供できない場合 
（2） サービス用設備等の保守を定期的または緊急におこなう場合 
（3） 停電や天災等の不可抗力によりサービスができなくなった場合 
（4） その他、運用上または技術上当社がサービスの一時的な中断が必要と判断した場合 
 
第 11 条（サービスの廃止） 
当社は、何らかの都合により、または当社が必要と判断した場合、一定の予告期間をもっ

て本サービスを廃止することがあります。 
 
第 12 条（当社の免責事項） 
（1） 第 10 条（サービスの停止）ならびに第 11 条（サービスの廃止）、その他の原因によ

るサービス利用に対する遅延、中断により利用者が被った損害に対して、当社は一

切の責任を負いません。 
（2） 第 1 項の他、本サービスを利用することにより発生した損害、及び本サービスを利

用できなかったことにより発生した損害に対しては、当社は一切の責任を負いませ

ん。 
 
第 13 条（合意管轄） 
本規約または本サービスに関する一切の訴訟については、東京地方裁判所を専属管轄裁判

所として、その裁定に従って解決を図るものとする。 
 
 
附則 
この規約は、平成 16 年 4 月 1 日から実施します。 
平成 19 年 5 月 1 日一部改訂 


